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今
年
も
町
県
民
税
と
所
得
税
の
申
告
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま

し
た
。
例
年
申
告
期
間
終
了
間
際
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

早
め
の
申
告
を
お
す
す
め
し
ま
す
。 

　
な
お
、
町
で
受
け
付
け
で
き
る
申
告
は
、
簡
易
な
確
定
申
告

と
町
県
民
税
申
告
に
な
り
ま
す
。 

 

《
確
定
申
告
と 

　
　
町
県
民
税
申
告
》 

 

申
告
が
必
要
な
方 

　
確
定
申
告
は
所
得
税
の
精
算
を
す

る
た
め
の
申
告
で
、
主
に
、
自
営
業

等
で
納
税
額
の
あ
る
方
や
、
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
で
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

方
な
ど
が
対
象
に
な
り
ま
す
。
確
定

申
告
を
さ
れ
る
方
は
町
県
民
税
の
申

告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一

方
、
町
県
民
税
申
告
は
、
収
入
の
有

無
に
関
わ
ら
ず
原
則
と
し
て
、
申
告

を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

　
こ
れ
ら
の
申
告
は
、
国
民
健
康
保

険
税
の
算
定
資
料
や
福
祉
年
金
、
児

童
手
当
等
の
給
付
資
料
に
も
な
り
ま

す
。
申
告
資
料
の
提
出
が
な
い
場
合

に
は
、
所
得
証
明
書
等
の
発
行
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

年
金
受
給
者
と
申
告 

　
一
般
に
、
給
与
所
得
者
は
、
勤
務

先
で
の
年
末
調
整
に
よ
っ
て
各
種
控

除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。 

　
し
か
し
、
年
金
所
得
者
の
場
合
、

そ
の
よ
う
な
し
く
み
が
な
い
た
め
、

社
会
保
険
料（
国
民
健
康
保
険
料
や

介
護
保
険
料
な
ど
）や
生
命
保
険
料
、

地
震
保
険
料
、
障
害
者
控
除
、
寡
婦

（
夫
）控
除
な
ど
の
各
種
控
除
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
申

告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
各
種

控
除
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
場
合

は
、
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 《
申
告
の
受
付
・
相
談
》 

 

　
申
告
会
場
の
案
内 

日
曜
日
に
も
申
告
で
き
ま
す
！ 

　
税
務
署
の
申
告
会
場
は
平
塚
駅
ビ

ル
６
階
ラ
ス
カ
ホ
ー
ル
で
す
。
２
月

24
日（
日
）と
３
月
２
日（
日
）は
開
場

し
ま
す（
他
の
土
・
日
・
祝
日
は
閉

場
）。
当
日
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま

す
の
で
時
間
に
余
裕
を
持
っ
て
お
出

か
け
く
だ
さ
い
。 

　
な
お
、
町
の
申
告
会
場
は
、
土
・

日
・
祝
日
の
申
告
受
け
付
け
は
行
っ

て
い
ま
せ
ん
。 

 

申
告
書
の
配
布 

　
町
県
民
税
の
申
告
書
は
、
前
年
の

申
告
書
提
出
状
況
等
に
よ
り
申
告
が

必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
、
２
月
初
旬

に
送
付
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
申
告
が
必
要
な
方
で
、
申

告
書
が
な
い
場
合
は
、
町
の
申
告
会

場
に
も
用
意
し
て
い
ま
す
。 

　
な
お
、
確
定
申
告
書
等
は
、
税
務

署
及
び
町
の
申
告
会
場
の
ほ
か
、
役

場
本
庁
舎
１
階
税
務
課
窓
口
、
国
府

支
所
窓
口
で
も
配
布
し
て
い
ま
す
。 

 

申
告
期
間
は

2
月
18
日（
月
）〜
3
月
17
日（
月
） 

こんな方は申告が必要です！ 

平成20年１月１日現在、大磯町に住んでいた。 

町内に住む人の税法上の扶養家族に 
なっている。 

平成19年中に課税対象となる 
収入があった。 
（遺族年金、障害年金等は非課 
　税所得です） 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

平成２０年１月１日現在、 
お住まいの市区町村で 
申告してください。 

申告は必要 
ありません。 

下記の表に 
進んでください。 

町県民税の 
申告が必要です。 

あなたはどの申告が必要？ 

給与所得 
（注①） 

平成19年中に 
勤務先を退職した。 

給与以外に収入が 
あった。 

再就職して前職 
分を含め、年末 
調整をした。 

源泉徴収さ 
れている。 

勤務先で年末調整し 
て、勤務先から町へ 
給与支払報告書が提 
出されている。  
（勤務先の給与担当 
　者に確認してくだ 
　さい。） 

源泉徴収されていて、医療費 
控除・寄付金控除・住宅借入 
金等特別控除・雑損控除等を 
受ける。 

（所得金額の合計）－ 
　　（各種控除の合計額） 
 
　　　で残額がある。 

雑（年金）所得 
（給与と年金の方も含む） 

あなたの収入の種類は？ 

不動産所得、 
事業所得など 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

はい いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

申告は必要 
ありません。 

確定申告が 
必要です。 

町県民税の 
申告が必要 
です。 

（注①）次に当てはまる方は必ず確定申告をしなければなり 
　　　ません。 
　●平成19年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方 
　●給与以外の収入が20万円を超える方 
　●２か所以上から給与の支払いを受けている方 
　●不動産やゴルフ会員権などの資産を売った方 
※このフローチャートは全ての方が当てはまるものではありませんので、 
　詳しくはお問い合わせください。 

町
県
民
税
の
申
告
と
所
得
税
の
確
定
申
告 

は
お
早
め
に
！ 


